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常
生
活
支
援
総
合
事
業
に
つ
い
て
説

明
し
ま
す
。
こ
の
事
業
は
、
介
護
保

険
サ
ー
ビ
ス
の
仕
組
み
を
充
実
さ
せ
、

サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業
者
と
利
用
で
き

る
サ
ー
ビ
ス
を
多
様
化
し
た
も
の
で

す
。
ま
た
、
健
康
寿
命
を
延
ば
す
た

め
に
65
歳
以
上
の
方
を
対
象
と
し
た

一
般
介
護
予
防
事
業
も
始
ま
り
ま
す
。

直
接
会
場
へ
。
な
お
、
各
会
場
と
も

席
に
限
り
が
あ
り
ま
す
。
ご
了
承
く

だ
さ
い
時
・
場
左
表
の
通
り

問
高
齢
福
祉
課
介
護
予
防
推
進
係
・

内
線
1
4
7
2

地
区
計
画
原
案
の
縦
覧
、
意

見
書
の
提
出
と
説
明
会

　

市
は
、
立
川
駅
北
口
西
地
区
と
立

川
駅
北
口
駅
前
地
区
に
つ
い
て
地
区

計
画
の
変
更
原
案
を
策
定
し
ま
し
た
。

こ
の
原
案
の
縦
覧
と
意
見
書
の
受
け

付
け
を
行
い
ま
す
。

●
地
区
計
画
変
更
原
案　
「
立
川
駅

北
口
西
地
区
地
区
計
画
変
更
原
案
」

「
立
川
駅
北
口
駅
前
地
区
地
区
計
画

変
更
原
案
」

●
地
区
計
画
変
更
原
案
の
縦
覧　

い

ず
れ
も
時
3
月
15
日（
火
）〜
29
日

（
火
）、
午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5
時

15
分〔
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除

く
〕場
都
市
計
画
課（
市
役
所
2
階
73

番
窓
口
）

●
意
見
書
の
提
出　

各
地
区
計
画
区

域
内
の
土
地
所
有
者
や
土
地
に
つ
い

て
利
害
関
係
を
有
す
る
方
は
、
意
見

書
を
提
出
で
き
ま
す
。
次
の
必
要
事

項
を
書
い
て
、
3
月
15
日（
火
）〜
4

月
5
日（
火
）〔
消
印
有
効
〕に
直
接
、

ま
た
は
郵
送
で
都
市
計
画
課
へ
提
出

し
て
く
だ
さ
い
▼
必
要
事
項
＝
①
宛

名（
立
川
市
長
宛
）②
標
題（「
立
川
駅

北
口
西
地
区
地
区
計
画
変
更
原
案

に
関
す
る
意
見
書
」ま
た
は「
立
川
駅

北
口
駅
前
地
区
地
区
計
画
変
更
原
案

に
関
す
る
意
見
書
」）③
日
付
、
住
所
、

氏
名
④
意
見

●
立
川
駅
北
口
駅
前
地
区
地
区
計
画

変
更
原
案
の
説
明
会　

直
接
会
場
へ

時
3
月
22
日（
火
）午
後
7
時
〜
8
時

場
女
性
総
合
セ
ン
タ
ー
5
階
第
3
学

習
室

問
都
市
計
画
課
･
内
線
2
3
7
7

３
月
26
日（
土
）・
27
日（
日
）

市
税
・
保
険
料
の
納
付
相
談

窓
口
を
開
設

　

平
日
に
納
付
相
談
が
で
き
な
い
方

を
対
象
に
休
日
窓
口
を
開
設
し
ま
す
。

事
前
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

●
対
象
と
な
る
税
・
保
険
料　

市
税
、

国
民
健
康
保
険
料
、
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
料

時
3
月
26
日（
土
）・
27
日（
日
）、
午

前
9
時
〜
午
後
4
時
場
収
納
課（
市

役
所
1
階
34
番
窓
口
）

申
3
月
15
日（
火
）〜
25
日（
金
）に
収

納
課
・
内
線
1
2
4
9
へ

納
期
限
を
過
ぎ
た
市
税
等
に

つ
い
て
申
請
に
よ
る
換
価
の

猶
予
制
度
を
設
け
ま
す

　

市
税
等
は
、
納
期
限
ま
で
に
納
付

す
る
の
が
原
則
で
す
が
、
納
期
限
ま

で
に
納
付
が
で
き
な
か
っ
た
市
税
等

を
計
画
的
に
納
付
す
る
た
め
に
、
4

月
1
日
か
ら
新
た
に
納
税
者
の
申
請

に
基
づ
く
換
価
の
猶
予
制
度
を
設
け

ま
す
。

　

こ
れ
は
、
市
税
等
を
一
括
に
納
付

す
る
こ
と
で
生
活
の
維
持
等
が
困
難

に
な
る
と
認
め
ら
れ
、
か
つ
納
付
に

誠
実
な
意
思
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

場
合
に
つ
い
て
、
申
請
に
基
づ
き
原

則
１
年
間
に
限
り
納
付
計
画
に
よ
り

納
付
で
き
る
と
い
う
も
の
で
す
。

　

市
税
等
の
納
期
限
か
ら
6
か
月
以

内
に
申
請
が
必
要
で
す
。
申
請
方
法
、

必
要
書
類
等
に
つ
い
て
は
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
収
納
課
・
内
線
1
2
6
0

介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援

総
合
事
業
説
明
会

　

4
月
か
ら
始
ま
る
介
護
予
防
・
日

　

　原動機付自転車や軽自動車にかかる税金

（軽自動車税）は、毎年４月１日現在の所有者

（名義人）に課税されます。廃棄や譲渡、盗難

などにより車両を所有していないにもかかわ

らず、まだ廃車・名義変更の手続きがお済み

でない場合は、４月１日㈮までに必ず手続き

をお願いします。

　また、引っ越しなどにより、使用する場所が

変更になったときや、所有者（使用者）の氏名、

住所に変更があったときも手続きが必要です。

くわしくは、次の各種手続き窓口にお問い合

わせください。

●125㏄以下の原動機付自転車と小型特殊
自動車　市課税課諸税係（市役所１階35番窓

口）内線1200〔３月27日㈰に臨時休日窓口を開

設します〕

●125㏄超のバイク　東京運輸支局多摩自

動車検査登録事務所〔国立市北3―30‒3〕登録

ヘルプデスク☎050（5540）2033

●四輪軽自動車　軽自動車検査協会東京主

管事務所多摩支所〔府中市朝日町3―16―22〕☎

050（3816）3104
問市課税課諸税係・内線1200

　あなたの好きな立川を写真に

撮って、下２次元コードから応募

してください。
問広報課・内線2744

　

市
・
都
民
税
、
所
得
税
の
申
告
は

３
月
15
日（
火
）ま
で
で
す
。
ま
だ
お

済
み
で
な
い
方
は
、
忘
れ
ず
に
申
告

を
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
軽
自
動

車
税
の
手
続
き
や
償
却
資
産
の
申
告

に
つ
い
て
も
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

市
・
都
民
税

申
告
は
市
役
所
課
税
課
へ

　

平
成
28
年
１
月
１
日
現
在
、
立
川

市
に
居
住
し
て
い
た
方
で
、
給
与
所

得
の
み
の
方
は
通
常
、
申
告
の
必
要

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
方
は
申
告
を
お
願
い
し
ま

す
▼
勤
務
先
か
ら
立
川
市
へ
給
与
支

払
報
告
書
の
提
出
が
な
い
方
▼
給
与

所
得
以
外
に
年
金
・
配
当
・
家
賃
・

原
稿
料
な
ど
の
所
得
が
あ
っ
た
方
▼

盗
難
や
火
災
な
ど
の
雑
損
控
除
や
医

療
費
控
除
等
を
受
け
よ
う
と
す
る
方

　

な
お
、
所
得
税
の
確
定
申
告
を
す

る
方
は
、
市
・
都
民
税
の
申
告
は
不

要
で
す
。

問
課
税
課
市
民
税
係
・
内
線
1
2
0

6所
得
税

確
定
申
告
は
税
務
署
へ

　

所
得
税
の
申
告
は
、
税
務
署（
緑
町

４
―２
立
川
地
方
合
同
庁
舎
内
）で
受

け
付
け
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
記
入
済
み
の
確
定
申
告
書

は
、
３
月
15
日（
火
）ま
で
市
課
税
課

（
市
役
所
１
階
）で
仮
受
け
付
け
を

実
施
し
て
い
ま
す〔
い
ず
れ
の
会
場
も

土
曜
・
日
曜
日
を
除
く
〕。

問
立
川
税
務
署
☎（
5
2
3
）1
1
8

1償
却
資
産
の
申
告
は

お
済
み
で
す
か

事
業
用
資
産
を
お
持
ち
の
方

　

償
却
資
産
と
は
、
土
地
お
よ
び
家

屋
以
外
の
、事
業
の
用
に
供
す
る
こ
と

が
で
き
る
資
産（
機
械
・
器
具
・
備
品

や
構
築
物
な
ど
）の
こ
と
で
、
土
地
や

家
屋
と
同
様
に
固
定
資
産
税
が
課
税

さ
れ
ま
す
。
償
却
資
産
を
お
持
ち
で
、

ま
だ
申
告
を
し
て
い
な
い
方
は
、課
税

課
償
却
資
産
係（
市
役
所
１
階
）へ
必

ず
申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

償
却
資
産
の
例
は
次
の
通
り
▼
事

務
系
＝
事
務
机
、
椅
子
、
書
棚
、
Ｏ

Ａ
機
器
な
ど
▼
飲
食
業
＝
看
板
、
厨

房
設
備
、
冷
蔵
庫
、
カ
ラ
オ
ケ
セ
ッ

ト
、
エ
ア
コ
ン
な
ど
▼
理
・
美
容
業

＝
理
・
美
容
椅
子
、
サ
イ
ン
ポ
ー
ル
、

消
毒
器
、
洗
面
設
備
な
ど
▼
ク
リ
ー

ニ
ン
グ
業
＝
洗
濯
機
、
脱
水
機
、
ド

ラ
イ
機
、
ボ
イ
ラ
ー
な
ど
▼
病
院
・

医
院
＝
レ
ン
ト
ゲ
ン
、
手
術
用
機
器
、

歯
科
診
療
ユ
ニ
ッ
ト
な
ど
▼
不
動
産

貸
付
業
＝
舗
装
路
面
、
門
塀
、
看
板

な
ど

問
課
税
課
償
却
資
産
係
・
内
線
1
2

2
8

の
手
続
き
を
お
忘
れ
な
く

市
・
都
民
税 

所
得
税
は
３
月
15
日
火
ま
で
に
申
告
を

各
種
税
金

廃車や名義変更の手続き
は４月１日㈮までに

「ここが大好き立川」に
掲載でクオカード進呈!

原動機付自転車・軽自動車

納付書裏面等に記載の場所で納付し
てください問国民健康保険料＝保険
年金課賦課係・内線1416、後期高
齢者医療保険料＝保険年金課賦課
係・内線1406

▷国民健康保険料第 9期分▷後
期高齢者医療保険料第 9期分

3月31日木今月の
納期

会場 日時

女性総合センター ３月15日㈫
午前９時30分
   ～ 11時30分

滝ノ上会館 ３月15日㈫

午後２時
    　～４時

天王橋会館 ３月16日㈬

羽衣中央会館 ３月22日㈫

こんぴら橋会館 ３月23日㈬

作品随時募集


